
 
 
 
  

 
別表 法第 15条の規定に基づく法人文書の開示の実施の方法（同条第１項の規定に基づく電磁的記録の開示の

方法を含む。）及び法第 17条第１項の規定に基づく手数料 
 法人文書

の媒体の
種別 

開示の実施の方法 開示実施手数料の額 

１ 
 

文書又は
図画（２
から４ま
で又は 10
に該当す
るものを
除く。） 

 

閲覧 当該文書又は図画の閲覧（法第 15条第１項た
だし書の規定が適用される場合にあっては、開
示実施方法は写しの交付のみ） 

100枚までごとにつき 100円 
 

写し
の交
付 

当該文書又は図画を複写機によりＡ３判以下
の大きさの用紙に複写したもの又はスキャナ
により読み取ってできた電磁的記録をＦＤ、
ＣＤ－Ｒ若しくはＤＶＤ－Ｒに複写したもの
の交付 
ただし、これにより難い場合にあっては、当
該文書若しくは図画を複写機によりＡ１判若
しくはＡ２判の用紙に複写したもの又は当該
文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを
印画紙（縦 89ミリメートル、横 127ミリメー
トルのもの又は縦 203 ミリメートル、横 254
ミリメートルのものに限る。）に印画したもの
の交付 

複写機により
Ａ３判以下の
大きさの用紙
に複写したも
のの交付 

用紙１枚につき 10円
（Ａ２判は 40円、Ａ
１判は 80円） 
 

複写機により
Ａ３判以下の
大きさの用紙
にカラーで複
写したものの
交付 

用紙１枚につき 20円
（Ａ２判は 140円、Ａ
１判は 180円） 
 
 

スキャナによ
り読み取って
できた電磁的
記録をＦＤに
複写したもの
の交付 

ＦＤ１枚につき 50円
に当該文書又は図画
１枚ごとに 10円を加
えた額 
 

スキャナによ
り読み取って
できた電磁的
記録をＣＤ－
Ｒに複写した
ものの交付 

ＣＤ－Ｒ１枚につき
100円に当該文書又は
図画１枚ごとに 10円
を加えた額 
 

スキャナによ
り読み取って
できた電磁的
記録をＤＶＤ
－Ｒに複写し
たものの交付 

ＤＶＤ－Ｒ１枚につ
き 120円に当該文書
又は図画１枚ごとに
10円を加えた額 
 

写真フィルム
を印画紙に印
画したものの
交付 
 

１枚につき 120円（縦
203ミリメートル、横
254ミリメートルのも
のについて 520円）に
12枚までごとに 760
円を加えた額 

２ マイクロ
フィルム 

閲覧 
 
 

当該マイクロフィルムを専用機器により映写
したものの閲覧 
ただし、これにより難い場合にあっては、当該
マイクロフィルムをＡ１判以下の大きさの用
紙に印刷したものの閲覧 
 

マイクロフィ
ルムを専用機
器により映写
したものの閲
覧 

１巻につき 290円 
 

マイクロフィ
ルムを用紙に
印刷したもの
の閲覧 

用紙１枚につき 10円 

写し
の交
付 

当該マイクロフィルムをＡ４判の用紙に印刷
したものの交付 
ただし、これにより難い場合にあっては、Ａ１
判、Ａ２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの
交付 

用紙１枚につき 80円（Ａ３判について
は 140円、Ａ２判については 370円、
Ａ１判については 690円） 



３ 写真フィ
ルム 

閲覧 
 
 

当該写真フィルムを印画紙（縦 89 ミリメート
ル、横 127ミリメートルのもの又は縦 203ミリ
メートル、横 254ミリメートルのものに限る。）
に印画したものの閲覧 

１枚につき 10円 

写し
の交
付 

当該写真フィルムを印画紙（縦 89 ミリメート
ル、横 127ミリメートルのもの又は縦 203ミリ
メートル、横 254ミリメートルのものに限る。）
に印画したものの交付 

１枚につき 30円（縦203ミリメートル、
横 254ミリメートルのものについては
430円） 

４ スライド
（10 に定
める場合
における
ものを除
く。） 

閲覧 当該スライドを専用機器により映写したもの
の閲覧 

１巻につき 390円 

写し
の交
付 

当該スライドを印画紙に印画したものの交付 
 

１枚につき 100円（縦 203ミリメート
ル、横 254ミリメートルのものについ
ては、1,300円) 

５ 録音テー
プ（10 に
定める場
合におけ
るものを
除く。）又
は録音デ
ィスク 

閲覧 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器
により再生したものの聴取 

１巻につき 290円 

写し
の交
付 

当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセ
ットテープ（記録時間 120分のもの）に複写し
たものの交付 

１巻につき 430円 

６ ビデオテ
ープ又は
ビデオデ
ィスク 

閲覧 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用
機器により再生したものの視聴 

１巻につき 290円 

写し
の交
付 

当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデ
オカセットテープ（記録時間 120 のものに限
る。）に複写したものの交付 

１巻につき 580円 

７ 電磁的記
録（５、
６又は９
以外のも
の） 

閲覧 次に掲げる方法であって、機構が保有するプロ
グラムにより行うことができるもの 
イ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの

用紙に出力したものの閲覧 
ロ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける
者の閲覧又は視聴の用に供するために備え
付けられているものに限る。）により再生し
たものの閲覧又は視聴 

イ 用紙に出
力したもの
の閲覧 

用紙 100 枚までごと
につき 200円 

ロ 専用機器
により再生
したものの
閲覧又は視
聴 

１ファイルごとにつ
き 410円 

写し
の交
付 

次に掲げる方法であって、機構が保有するプロ
グラムにより行うことができるもの 
ハ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの

用紙に出力したものの交付 
ニ 当該電磁的記録をＦＤに複写したものの

交付 
ホ 当該電磁的記録をＣＤ－Ｒに複写したも
のの交付 

ヘ 当該電磁的記録をＤＶＤ－Ｒに複写した
ものの交付 

ハ 用紙に出
力したもの
の交付 

用紙１枚につき 10円 

ニ ＦＤに複
写したもの
の交付 

１枚につき 50 円に１
ファイルごとに 210
円を加えた額 

ホ ＣＤ－Ｒ
に複写した
ものの交付 

１枚につき 100 円に
１ファイルごとに 210
円を加えた額 

ヘ ＤＶＤ－
Ｒに複写し
たものの交
付 

１枚につき 120 円に
１ファイルごとに 210
円を加えた額 

８ 電磁的記
録（７－
ニ、ホ又
はヘに掲
げる方法
による開
示の実施
をするこ
とができ
ない特性
を有する
ものに限
る。） 

写し
の交
付 

当該電磁的記録を幅 12．７ミリメートルの磁
気テープカートリッジに複写したものの交付 

１巻につき 800 円（日本産業規格Ｘ
6135 に適合するものについては 2,500
円、国際規格 14833、15895又は 15307
に適合するものについてはそれぞれ
8,600円、10,500円又は 12,900円）に
１ファイルごとにつき 210 円を加えた
額 

９ 映画フィ
ルム 

閲覧 当該映画フィルムを専用機器により映写した
ものの視聴 

１巻につき 390円 



写し
の交
付 

当該映画フィルムをビデオカセットテープに
複写したものの交付  

6,800 円（16 ミリメートル映画フィル
ムについては 13,000 円、35 ミリメー
トル映画フィルムについては 10,100
円）に記録時間 10分までごとに 2,750
円（16ミリメートル映画フィルムにつ
いては 3,200円、35ミリメートル映画
フィルムについては 2,650 円）を加え
た額  

10 スライド
及び録音
テ ー プ
（同時に
視聴する
場合） 

閲覧 当該スライド及び当該録音テープを専用機器
により再生したものの視聴 

１巻につき 680円 

写し
の交
付 

当該スライド及び当該録音テープを専用機器
により複写したものの交付 

5,200円（スライド 20枚を超える場合
にあっては、5,200 円にその超える枚
数１枚につき 110円を加えた額） 

備考 写しの交付の場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を１枚として額を算定する。 

 


